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 ７/８(月)6 限、体育館において、阿倍野警察署交通課より畑さん、阿倍野区役所

より地域見守り隊の土居さん、溝口さんにお越しいただき、1 年生の「交通安全教

室」が行われました。まず、大阪の交通事故について 1 日 25 件、つま

り 1 時間に 1 件以上のペースで発生している、大阪の中でも阿倍野区

は自転車乗用中の事故が多い、また中学生の交通事故は自転車乗用中

によるものが 70％近くを占めるということで、今回は自転車運転時のルールやマナ

ーについて学習しました。紹介動画では、スピードを落とさずベルを鳴らしながら

歩道を走る自転車が、急に車道に飛び出して、後ろから来た自動車と接触する場面

や、トラックの「死角」を走っていた自転車が、左折時に巻き込まれる場面、そし

てスマートフォンを見ながら歩道を走っていた自転車が、建物から出

てきた歩行者と接触する場面などがありました。それぞれ「運転者目

線」の映像もあり、上記のような運転をしていては、事故を回避する

ことは難しいということがよくわかりました。それから、自転車運転

で交通ルールを守らず（悪質自転車運転者）、3 年以内に 2 回以上補導されてしまうと

自転車運転者講習制度により 3 時間の講習（6000 円）の受講が命じられる（従わない

場合は 5 万円以下の罰金）ことや、自転車による交通事故で加害者側になり、2013 年 7

月の神戸地方裁判所による判決には加害の小学

5 年生の保護者に対して 9521 万円

という高額の賠償責任を負うという

ケースも紹介されていました。 

 

 

 

 

 

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、交通事故により自分の命を失ってしまう場

合もあります。事故を起こさない安全運転が一番ですが、万が一のためにも、必ず自

転車保険に加入しておいてくださいとのことでした（※大阪府自転車条例：損害賠償保険 加入義務）。

今回の学習を心にとめて、自転車に乗る際の安全マナーをよろしくお願いします。  

 

〇自転車は車の仲間 

〇道路の左側を通行する 

〇歩道は歩行者が優先 
（生徒のみなさんは歩道に広がって他の歩行者の 

迷惑にならないようにも気を付けてくださいね） 

大切な頭を守るために自転車用ヘルメットを着用しましょう。 
※道路交通法改正に伴い、令和 5 年 4 月 1 日より、全世代、自転車用ヘルメットの着用が努力義務化。 

 

 


